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  市立総合病院と労災病院の統合に係る移転引越業務について 

 

統合後の病院運営に必要となる医療機器や什器備品などを労災病院から市立総合

病院へ移設します。 

 

 

【日 時】 令和 8 年 3 月 20 日(金) 午前 9 時～午後 5 時 

主な物品（午後）トレッドミル、サイクルエルゴメーターなど 

 

令和 8 年 3 月 21 日(土) 午前 9 時～午後 5 時 

主な物品（午前）会議室用テーブル、イスなど 

主な物品（午後）外来待合イス、リハビリ関連用具など 

 

      令和 8 年 3 月 22 日(日) 午前 9 時～午後 5 時 

主な物品（午前）電動診察台、病棟ベッド、ストレッチャーなど 

主な物品（午後）顕微鏡、遠心機など 

 

【場 所】 労災病院(4 東 16)1F 正面玄関 

            

→ 市立総合病院(9 西 7) 

地下 1F 通用口（北口）、1F 通用口（北口）、新棟 1F 玄関 

 

【その他】 当日、北海道中央労災病院内の立ち入りや撮影はご遠慮願います。 

   

問合先 

岩見沢市立総合病院 管理課 

電話：0126‐22‐1650 (内線 1279) 

担当者：管理課長 保科(ﾎｼﾅ) 


